
タイムスタディ調査票への
回答（30日間）

本調査について

本調査は、厚生労働省 令和４年度老人保健事業推進費等補助金として実施するものです。
令和３年度介護報酬改定が居宅介護支援や介護予防支援事業所、介護支援専門員の業務にどのよ
うな影響を与えたかについて定量的に把握するためにタイムスタディ調査を実施し、日頃の介護支援専門員
の業務内容を詳細に把握するとともに、次期介護報酬改定に向けた検討を行うことを目的としています。

本調査の目的

調査対象：居宅介護支援事業所（約150事業所）、介護予防支援事業所（約100事業所）
※回答は、可能な限り事業所のすべての介護支援専門員の方にご協力頂きたくお願いします

調査内容：調査対象事業所に所属する全介護支援専門員の30日間の業務
調査時期：令和4年10月～11月のうち1か月間
調査方法：介護支援専門員ご自身が、紙の調査票に記入頂く形式（利用者一覧はエクセル記入）

本調査の概要

本調査の流れ

調査ご協力の可否につきまして、以下フォームにて【8月26日（金）】までにご回答を宜しくお願いいたします。
https://forms.office.com/r/5QX6Aq9Ejx

※ご回答が難しい場合、r4-cm-ts@ml.mri.co.jp （事務局宛て）にご返信ください。

調査ご協力可否の回答

本ご依頼送付

過年度調査は調査票をDVDで返送いただきましたが、
今年度は負担軽減の仕組みを設けました。

事業所介護支援専門員

調査へのご承諾
（サイトでご回答）

調査票一式の送付

調査票一式の受領

事業所
調査票

事業所調査票への回答

利用者
調査票

タイム
スタディ
調査票

利用者調査票への回答
（エクセルでの回答）

利用者
調査票

タイム
スタディ
調査票

回答済み調査票を
事務局にメール送付また
はWEBアップロード

回答済み調査票を
受領

回答済み調査票を
返信用封筒で郵送

事業所
調査票

調査事務局

https://forms.office.com/r/5QX6Aq9Ejx


「居宅介護支援及び介護予防支援における令和３年度介護報酬改定の影響に関する業務実態の調査
研究事業」事務局
株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア＆ウェルネス本部 介護・福祉グループ 齋藤・沖中
■メールアドレス ： r4-cm-ts@ml.mri.co.jp

問合せ先

調査票イメージ（タイムスタディ調査票）

当該１日に貴方が実施した業務時間・コード
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１．転倒　　　　２．発熱　　　　３．誤嚥
４．脱水　　　　５．褥瘡      ６．移動能力の低下
７．認知機能の低下
８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

20:00

１．転倒　　　　２．発熱　　　　３．誤嚥
４．脱水　　　　５．褥瘡      ６．移動能力の低下
７．認知機能の低下
８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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１．転倒　　　　２．発熱　　　　３．誤嚥
４．脱水　　　　５．褥瘡      ６．移動能力の低下
７．認知機能の低下
８．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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【当該1日に利用者の状態変化に伴う対応を行った場合
は以下にご記入ください】
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ケアマネジメント業務に関するタイムスタディ調査票

8:00 13:00
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15:00
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利用者ＩＤ
利用者の状態の変化

（あてはまるものすべてに○）

【個別利用者のケアマネジメントと直接関わる業務を行った場合】

業務時間 8:10-8:20 に業務コード「7」の業務を、利用者ID「1」の人に対して行った場合

【個別利用者のケアマネジメントと直接関わら
ない業務を行った場合】
業務時間 8:20-8:40 に業務コード「17」の業務を行っ
た場合
（業務コード「17」～「25」については個別利用者へ
の直接業務ではないため、利用者IDの記入は必要

【ご自身のご担当以外の報酬請求に至らない
利用者への業務を行った場合】
業務時間 8：40～9：00に「１」の業務を行ったが、ご
自身のご担当以外の報酬請求に至らない利用者

【10分間に２つの業務を2人以上の利用者に
対して行った場合】
利用者ID２の利用者に対して、「6」の業務を
10:10-10:14に行い、
調査委対象以外の報酬請求を行っている利用者
に対して、「7」の業務を 10:14-10:30に行った場合
（調査対象以外の報酬請求を行っている利用者は

【同時刻に1つの業務を2人以上の利用
者に対して行った場合】
利用者ID3、4の利用者に対して、「8」の業

【ご自身のご担当以外の利用者に対し
て、他のケアマネジャーを代理して訪問
を行った場合】
「2」の業務を行った場合は、利用者IDに「n」
を記入してください

業務コード

個別利用者のケアマネジメントと直接関わる業務※①

訪問（移動・待機時間含む）

利用者宅への訪問
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個別利用者への介護保険外サービスに関する支援

13
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個別利用者のケアマネジメントと直接関わらない業務

17

18

19

介護支援専門員としての業務あるいは兼務業務の区別がないもの

20

20A

20B

20C

20D

21

22

22A

22B

22C

23

24

25

介護保険に関連するもの以外の各種手続き※⑩の代理申請や手続き、書類の受け取り（郵便物や宅
急便の受け取り、預貯金の引き出し、金銭の預かりを含む）

その他　（各種申請書の作成・申請代行に要する時間、認定調査結果・主治医意見書入
手のための市町村訪問等を含む）

ケアマネジメント業務以外に兼務している業務
（認定調査の委託業務・その他の兼務業務（訪問介護など））

その他委員会等への出席

OJTのための同行

書類の印刷・複写・整理・ファイリング・発送など

研修・講演等

事務作業

居宅介護支援事業所内の介護支援専門員への支援、相談対応業務及びその他業務（定
例ミーティング、事業所内での打ち合わせ、新人介護支援専門員の指導、育成を含む）

上記以外の管理者業務

報酬請求に関わる事務作業※⑪（給付管理票作成、居宅介護支援費の請
求、返戻へのエラーチェック）

その他業務※⑫

利用者の基本情報の転記などの反復入力作業

食事・休憩・休暇

サービス担当者会議／居宅サービス担当者等への専門的な意見の照会※⑥

書類の作成（利用票・利用票別表・提供票・提供票別表作成や提供票実績内容の確認を
含む）※⑧
ケアプラン作成以外で利用者に係る事業所内での業務　（報告・連絡・ケースカンファレン
ス等）

モニタリングのための訪問

その他訪問（利用者または家族のための訪問、相
談、見守り等を含む）

退院・退所カンファレンス／医療機関または介護保険施設への専門的な意見の照会※⑦
（移動・待機時間含む）

通院同行のための訪問（医療連携）

初回の訪問（契約含む）

アセスメントのための訪問

居宅サービス計画の説明のための訪問（要介護認
定更新・区分変更時を含む）

個
別
利
用
者
へ
の
直
接
業
務

通院同行のための訪問（移動支援）

その他（地域包括支援センター・関係機関等※④）への訪問（移
動・待機時間含む）

個別利用者への介護保険外サービスに関する支援業務※⑨

利用者・サービス提供事業所・他機関との連絡（電話・FAX・E-mail・ICT機器等を含む）※
⑤

ケアマネジメント業務に関するタイムスタディ調査票　【業務コード：居宅介護支援事業所用】

関係機関との連携・会議等及びその他業務（事例研究会、地域ケア会議、地域連携に関
わる会合等の準備・参加）

研修・講演等の講師

担当利用者宅への訪問※②（ターミナルケアマネジメント、また
は看取りのための訪問を含む）

担当以外の利用者宅への訪問（他の介護支援専門員の代理訪
問等）

移動・待機時間

主治医・医療機関等への訪問※③（移動・待機・面談時間含む）

その他の移動・待機時間（出張含む）

個別利用者の緊急時や入退院のためのやむを得ない対応（救急車の同乗、入院時の付き添い、入退
院の手続き、入院に伴う着替えや必要物品の手配等）

給付管理の対象ではない個別利用者への支援

研修・講演等の受講上
記
以
外
の
業
務

調査期間において給付実績がある利用者について状況をお聞きします。
項目が複数あるため、紙形式ではなくエクセルをお送りし、エクセルで回答頂く形としております。
主な調査内容：性別、年齢、要介護度、日常生活自立度、同居者有無、加算有無、調査期間中の
サービス担当者会議開催有無、医療・施設連携の状況、サービス利用状況、利用者の状況 等
※利用者氏名を調査事務局に回答頂くことはありません。

調査イメージ（利用者調査票）

事業所の概要についてお聞きします。
主な調査項目：解説念、地域区分、指定予防支援業務の受託有無、利用者数、加算・減算の状況、
併設施設の状況、ICT機器の整備状況、介護支援専門員の概要、常勤職員の所定労働時間 等

調査イメージ（事業所調査票）

業務コード別に業務時間（分）を回答頂きます



居宅介護支援事業所における業務に関する調査は、 「老人保健健康増進等事業（本
調査）」及び「介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」において平成15
年から継続的に実施されています。調査の結果は、今後の介護報酬や運営基準を議論
する上で、重要な資料となります。調査の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしく
お願いいたします。

本調査はこのように活用されています

令和元年度に実施された本調査（老人保健健康増進等事業）の結果は、第19４回
社会保障審議会介護給付費分科会（令和２年11月）で公表され、令和３年度報
酬改定における居宅介護支援費Ⅱ（新設）の検討のための基礎データとなりました。

調査結果が介護報酬改定の検討に活用された例（１）

調査結果

（出所）第199回介護給付費分科会
（令和３年１月） 資料１

（出所）第19４回社会保障審議会介護給付費分科会（令和２年11月） 資料１



令和元年度調査により、介護支援専門員の医療機関への通院同行の実施有無や回数、通
院同行の理由（専門職としての役割）の実態が把握され、医療と介護の連携の強化や適切
なケアマネジメントをや質の向上を進める観点から、通院時情報連携加算が創設されました。

（出所）第182回社会保障審議会介護給付費分科会資料 資料６

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

令和元年度に実施された実施された本調査（老人保健健康増進等事業）の
結果は、 第182回社会保障審議会介護給付費分科会（令和2年８月）で
公表され、令和元年度報酬改定における通院時情報連携加算の検討のため
の基礎データとなりました。

調査結果が介護報酬改定の検討に活用された例（２）

（出所）第199回介護給付費分科会
（令和３年１月） 資料１


